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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体と、
　前記車体の前部に設けられた左右一対のフロントピラーと、
　前記フロントピラーに設けられたヘッドライトと、
を備える産業車両であって、
　前記ヘッドライトは、
　前記車体の前方を照らす照明と、
　前記照明が取り付けられたブラケットと、を備え、
　前記ブラケットは、
　前記照明が取り付けられた前部と、前記フロントピラーに取り付けられた後部と、を有
する取付板と、
　前記照明の少なくとも一部を覆うように、前記取付板の前記前部に形成された防護枠と
、を有し、
　前記防護枠は、
　前記車体の上下方向に延びる縦枠と、
　前記車体の左右方向に延び、前記縦枠よりも短い第１横枠および第２横枠と、を有し、
　前記フロントピラーに設けられたサイドミラーを備え、
　前記フロントピラーは、前面、後面、内面および外面を有し、
　前記サイドミラーは、
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　ミラー本体と、
　前記ミラー本体が取り付けられたミラー取付部と、
　前記ミラー取付部を前記フロントピラーの前記内面に固定する固定手段と、を備え、
　前記ブラケットの前記取付板は、前記固定手段により前記フロントピラーの前記外面に
固定されていることを特徴とする産業車両。
【請求項２】
　前記照明は、前部および後部を有し、
　前記照明の前記前部は、前記防護枠内に収まっており、
　前記照明の前記後部は、前記防護枠から後方に出た状態で、前記取付板に取り外し可能
に取り付けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の産業車両。
【請求項３】
　前記照明は、前記フロントピラーの幅以内の幅を有する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の産業車両。
【請求項４】
　前記フロントピラーは、前記前面の幅と前記後面の幅が異なり、
　前記取付板は、前記前部と前記後部との間に屈曲部を有し、
　前記取付板の前記後部は、前記フロントピラーの前記外面に沿って延び、
　前記取付板の前記前部は、前記フロントピラーの前記前面に対して垂直に延びている
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の産業車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、産業車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、フォークリフト等の産業車両は、車両の前方を照らすヘッドライトを備える（
例えば、特許文献１および２参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載のヘッドライトは、照明と、箱型の外枠と、照明が載置されたベース
と、照明の左右に設けられた一対のガード棒とで構成されるため、部品点数が多いという
問題がある。また、特許文献１に記載のヘッドライトは、取り付け場所であるフロントピ
ラーから、左右方向に大きくはみ出している。このため、特許文献１に記載のヘッドライ
トは、運転者の視野を狭めたり、フォークリフトの外観を損なったりするという問題があ
る。
【０００４】
　特許文献２に記載のヘッドライトは、照明と、箱型の外枠と、照明の取付板と、回動ブ
ラケットと、ボルトおよびナットとで構成されるため、部品点数が多いという問題がある
。また、特許文献２に記載のヘッドライトは、フォークリフトの上部に箱型の外枠が載置
されるため、フォークリフトの外観を損なうという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１１２８９４号公報
【特許文献２】実開平３－４２４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、その課題とするところは、比較的少
ない部品点数で構成され、外観を損ないにくい産業車両を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る産業車両は、
　車体と、
　前記車体の前部に設けられた左右一対のフロントピラーと、
　前記フロントピラーに設けられたヘッドライトと、
を備える産業車両であって、
　前記ヘッドライトは、
　前記車体の前方を照らす照明と、
　前記照明が取り付けられたブラケットと、を備え、
　前記ブラケットは、
　前記照明が取り付けられた前部と、前記フロントピラーに取り付けられた後部と、を有
する取付板と、
　前記照明の少なくとも一部を覆うように、前記取付板の前記前部に形成された防護枠と
、を有し、
　前記防護枠は、
　前記車体の上下方向に延びる縦枠と、
　前記車体の左右方向に延び、前記縦枠よりも短い第１横枠および第２横枠と、を有し、
　前記フロントピラーに設けられたサイドミラーを備え、
　前記フロントピラーは、前面、後面、内面および外面を有し、
　前記サイドミラーは、
　ミラー本体と、
　前記ミラー本体が取り付けられたミラー取付部と、
　前記ミラー取付部を前記フロントピラーの前記内面に固定する固定手段と、を備え、
　前記ブラケットの前記取付板は、前記固定手段により前記フロントピラーの前記外面に
固定されていることを特徴とする。
【０００８】
　上記産業車両において、
　前記照明は、前部および後部を有し、
　前記照明の前記前部は、前記防護枠内に収まっており、
　前記照明の前記後部は、前記防護枠から後方に出た状態で、前記取付板に取り外し可能
に取り付けられていてもよい。
【０００９】
　上記産業車両において、
　前記照明は、前記フロントピラーの幅以内の幅を有してもよい。
【００１１】
　上記産業車両において、
　前記フロントピラーは、前記前面の幅と前記後面の幅が異なり、
　前記取付板は、前記前部と前記後部との間に屈曲部を有し、
　前記取付板の前記後部は、前記フロントピラーの前記外面に沿って延び、
　前記取付板の前記前部は、前記フロントピラーの前記前面に対して垂直に延びていても
よい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、比較的少ない部品点数で構成され、外観を損ないにくい産業車両を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態に係るフォークリフトの側面図である。
【図２】第１実施形態に係るヘッドライトの斜視図である。
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【図３】第１実施形態に係るブラケットの斜視図である。
【図４】第１実施形態に係るサイドミラーの取り付け状態を示す図である。
【図５】第１実施形態に係るヘッドライトの取り付け状態を示す図である。
【図６】第２実施形態に係るフォークリフトの側面図である。
【図７】第２実施形態に係るブラケットの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係る産業車両およびヘッドライトの実施形態につ
いて説明する。産業車両の実施形態については、フォークリフトを例に挙げて説明する。
上下左右前後の方向は、フォークリフトの車体を基準に考える。
【００１８】
［第１実施形態］
　図１に、本発明の第１実施形態に係るフォークリフト１Ａの側面図を示す。フォークリ
フト１Ａは、車体２と、車体２の下部前側に設けられた前輪３と、車体２の下部後側に設
けられた後輪４と、車体２の前部に設けられた荷役装置５と、車体２の上部に設けられた
運転席６およびヘッドガード７と、本発明の第１実施形態に係るヘッドライト１００と、
サイドミラー２０と、を備える。
【００１９】
　荷役装置５は、各シリンダ（リフトシリンダ、ティルトシリンダおよびリーチシリンダ
）と、キャリッジと、キャリッジに立設された左右一対のマストと、マストに昇降可能に
取り付けられた左右一対のフォークと、を含む。例えば、リフトシリンダはフォークを昇
降させ、ティルトシリンダはフォークを傾け、リーチシリンダはキャリッジを前後に移動
させる。
【００２０】
　運転席６の前方には、ステアリングハンドル、アクセルレバー、荷役レバー（リフトレ
バー、ティルトレバーおよびリーチレバー）等が設けられている。
【００２１】
　ヘッドガード７は、左右一対のフロントピラー８と、左右一対のサイドビーム９と、左
右一対のリアピラー１０と、ルーフと、を含む。
【００２２】
　フロントピラー８は、上下方向に延びる矩形状のパイプ部材からなる。フロントピラー
８の外周面は、前面８ａ、前面８ａに対向する後面８ｂ、内面８ｃ、内面８ｃに対向する
外面８ｄにより形成される（図４および図５参照）。フロントピラー８は、下端が車体２
の前部に設けられている。フロントピラー８の上端は、フロントピラー８の下端よりも、
わずかに後方に位置する。
【００２３】
　サイドビーム９は、前後方向に延びる矩形状のパイプ部材からなる。サイドビーム９の
前端は、フロントピラー８の上端と連続している。すなわち、フロントピラー８とサイド
ビーム９は、一連のパイプ部材からなる。なお、サイドビーム９は、リアピラー１０と一
連のパイプ部材であってもよい。
【００２４】
　リアピラー１０は、上下方向に延びる矩形状のパイプ部材からなる。リアピラー１０は
、下端が車体２の後部に設けられ、上端がサイドビーム９の後端部の下側に接している。
リアピラー１０の上端は、リアピラー１０の下端よりも、わずかに前方に位置する。
【００２５】
　ルーフは、フロントピラー８間において左右方向に延びる複数の第１パイプと、サイド
ビーム９と平行に前後方向に延びる複数の第２パイプと、を備える。ルーフは、複数の第
１パイプと複数の第２パイプによって、格子状に形成されている。
【００２６】
　ヘッドライト１００は、フロントピラー８に各１つ設けられている。図２に示すように
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、ヘッドライト１００は、照明１０１と、取付板１０２および防護枠１０３からなる金属
製（例えば、鉄製）のブラケットと、を備える。
【００２７】
　照明１０１は、車体２の前方を照らす白色光を発する。照明１０１は、例えば、少なく
とも１つの白色発光ダイオードからなる光源を含む。照明１０１は、左右方向の長さ（幅
）が上下方向の長さよりも短い。本実施形態では、照明１０１は、フロントピラー８の前
面８ａの幅以内の幅を有する。
【００２８】
　照明１０１は、取付角度が調節可能に、固定手段１０６によって取付板１０２の前部に
取り付けられている。固定手段１０６は、例えば、ボルト等の軸部とナット等の固定部と
からなる。本実施形態では、固定手段１０６は、２組のボルトおよびナットからなる。
【００２９】
　図３に示すように、取付板１０２は、前部および後部を有する平板からなる。取付板１
０２は、前部の前端から後部の後端に向かって上下方向の長さが短くなる。取付板１０２
は、面取りされて丸みを帯びている。前部には、第１孔部１０４が形成されており、後部
には、第２孔部１０５が形成されている。第１孔部１０４は、照明１０１の取付角度を調
節可能にするために円弧状に形成された、２つの長孔からなる。第２孔部１０５は、２つ
の丸孔からなる。なお、第１孔部１０４および第２孔部１０５の孔の数は適宜変更するこ
とができる。
【００３０】
　防護枠１０３は、照明１０１の少なくとも一部を覆うように、取付板１０２の前部に形
成されている。図２に示すように、照明１０１の前部は、防護枠１０３内（厳密には、防
護枠１０３と取付板１０２とで形成される空間内）に収まっている。このため、防護枠１
０３は、照明１０１の前部を防護することができ、さらに、照明１０１の光のうち内側方
向への光（例えば、マストを照らす光）を遮ることができる。また、照明１０１の後部は
、防護枠１０３から後方に出た状態で、固定手段１０６により取付板１０２に取り外し可
能に取り付けられている。
【００３１】
　防護枠１０３は、縦枠１０３ａと、第１横枠１０３ｂと、第２横枠１０３ｃと、を有す
る。縦枠１０３ａは、取付板１０２と平行に、車体２の上下方向に延びている。第１横枠
１０３ｂは、縦枠１０３ａの上端から連続して車体２の左右方向に延びて、取付板１０２
に接している。第２横枠１０３ｃは、縦枠１０３ａの下端から連続して車体２の左右方向
に延びて、取付板１０２に接している。第１横枠１０３ｂおよび第２横枠１０３ｃは、取
付板１０２に溶接されている。
【００３２】
　第１横枠１０３ｂおよび第２横枠１０３ｃは、縦枠１０３ａよりも短い。すなわち、ブ
ラケットは、左右方向の長さ（幅）が上下方向の長さよりも短い。フォークリフト１Ａの
外観を損ないにくくする観点から、ブラケットは、フロントピラー８の前面８ａの幅以内
の幅を有することが好ましい。ブラケットがフロントピラー８の前面８ａから左右方向に
はみ出している場合、ブラケットのはみ出し量は、できるだけ小さい方がよい。
【００３３】
　サイドミラー２０は、フロントピラー８に各１つ設けられている。図４に示すように、
サイドミラー２０は、ミラー本体２１と、ミラー取付部２２と、固定手段２３と、を備え
る。
【００３４】
　ミラー本体２１は、車体２の右後方（または左後方）を映す鏡を含む。ミラー取付部２
２は、一方側がミラー本体２１に固定され、他方側が固定手段２３によりフロントピラー
８の内面８ｃに固定されている。固定手段２３は、例えば、ボルト等の軸部とナット等の
固定部とからなる。本実施形態では、固定手段２３は、２組のボルトおよびナットからな
る。
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【００３５】
　上記のとおり、ミラー取付部２２の他方側は、固定手段２３によりフロントピラー８の
内面８ｃに固定されている。一方、図５に示すように、ヘッドライト１００の取付板１０
２の後部は、ミラー取付部２２の他方側と対向するように、固定手段２３によりフロント
ピラー８の外面８ｄに固定されている。すなわち、固定手段２３は、ミラー取付部２２と
取付板１０２の双方をフロントピラー８に固定している。この構成によれば、部品点数を
減らし、フロントピラー８の加工（例えば、固定手段２３の軸部が通る孔をあける加工）
を最小限に抑えることができる。
【００３６】
　結局、本実施形態に係るフォークリフト１Ａおよびヘッドライト１００によれば、取付
板１０２および防護枠１０３が一体形成されたブラケットを用いることで、部品点数の削
減を図ることができ、さらに、ブラケットのフロントピラー８からのはみ出し量を小さく
する（または、はみ出し量をゼロにする）ことができる。
【００３７】
［第２実施形態］
　図６に、本発明の第２実施形態に係るフォークリフト１Ｂの側面図を示す。フォークリ
フト１Ｂは、ヘッドライト１００の代わりにヘッドライト２００を備えること以外、第１
実施形態に係るフォークリフト１Ａと共通している。
【００３８】
　第２実施形態に係るヘッドライト２００は、照明１０１の構成が第１実施形態と共通し
、ブラケットの構成が第１実施形態と一部相違する。図７に示すように、ヘッドライト２
００のブラケットは、金属製（例えば、鉄製）の取付板２０２および防護枠２０３からな
る。
【００３９】
　防護枠２０３は、縦枠２０３ａと、第１横枠２０３ｂと、第２横枠２０３ｃと、を有す
る。縦枠２０３ａ、第１横枠２０３ｂおよび第２横枠２０３ｃは、第１実施形態の縦枠１
０３ａ、第１横枠１０３ｂおよび第２横枠１０３ｃと同様の構成であるため、説明を省略
する。
【００４０】
　取付板２０２は、前部２０２ａと、後部２０２ｂと、前部２０２ａと後部２０２ｂの間
の屈曲部２０２ｃと、を有する。屈曲部２０２ｃは、前部２０２ａと後部２０２ｂとが非
平行になるように、屈曲している。具体的には、屈曲部２０２ｃは、照明１０１がフロン
トピラー８の前面８ａの正面に位置するように、屈曲している。
【００４１】
　フロントピラー８は、前面８ａの幅と後面８ｂの幅が異なる（本実施形態では、前面８
ａの幅が後面８ｂの幅よりもわずかに大きい）。このため、第１実施形態のヘッドライト
１００をフロントピラー８の外面８ｄに固定した場合、照明１０１は、フロントピラー８
の前面８ａの正面からわずかにずれる。この点、本実施形態のヘッドライト２００をフロ
ントピラー８の外面８ｄに固定した場合、取付板２０２が屈曲部２０２ｃを有するので、
照明１０１は、フロントピラー８の前面８ａの正面に位置する。
【００４２】
　本実施形態では、取付板２０２の後部２０２ｂがフロントピラー８の外面８ｄに沿って
延び、取付板２０２の前部２０２ａがフロントピラー８の前面８ａに対して垂直に延びる
。すなわち、取付板２０２の屈曲部２０２ｃは、照明１０１がフロントピラー８の前面８
ａの正面に位置するように、照明１０１の位置を矯正する。
【００４３】
　取付板２０２は、前部２０２ａの前端から後部２０２ｂの後端に向かって上下方向の長
さが短くなる。取付板２０２は、面取りされて丸みを帯びている。前部２０２ａには、第
１孔部２０４が形成されており、後部２０２ｂには、第２孔部２０５が形成されている。
第１孔部２０４は、照明１０１の取付角度を調節可能にするために円弧状に形成された、
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２つの長孔からなる。第２孔部２０５は、２つの丸孔からなる。なお、第１孔部２０４お
よび第２孔部２０５の孔の数は適宜変更することができる。
【００４４】
　結局、本実施形態に係るフォークリフト１Ｂおよびヘッドライト２００によれば、取付
板２０２および防護枠２０３が一体形成されたブラケットを用いることで、部品点数の削
減を図ることができる。
【００４５】
　また、本実施形態に係るフォークリフト１Ｂおよびヘッドライト２００によれば、取付
板２０２が屈曲部２０２ｃを有することにより、ブラケットのフロントピラー８からのは
み出し量をより小さくする（または、はみ出し量をゼロにする）ことができ、さらに、照
明１０１がフロントピラー８の前面８ａの正面に位置するように、照明１０１の位置を矯
正することができる。
【００４６】
　以上、本発明に係る産業車両およびヘッドライトの実施形態について説明したが、本発
明は上記各実施形態に限定されるものではない。
【００４７】
　本発明の産業車両は、車体と、車体の前部に設けられた左右一対のフロントピラーと、
フロントピラーに設けられた本発明のヘッドライトと、を備えていれば、フォークリフト
以外のものでもよい。
【００４８】
　本発明のヘッドライトは、照明と、照明が取り付けられたブラケットと、を備え、ブラ
ケットが、取付板と、照明の少なくとも一部を覆うように取付板の前部に形成された防護
枠と、を有するのであれば、適宜構成を変更できる。
【００４９】
　防護枠は、縦枠と、縦枠よりも短い第１横枠と、縦枠よりも短い第２横枠と、を有する
のであれば、適宜構成を変更できる。
【００５０】
　照明は、車体の前方を照らすのであれば、適宜構成を変更できる。照明は、前部および
後部を有し、前部は防護枠内に収まっており、後部は防護枠から後方に出た状態で取付板
に取り外し可能に取り付けられていることが好ましい。
【符号の説明】
【００５１】
１Ａ、１Ｂ　　フォークリフト
２　　車体
３　　前輪
４　　後輪
５　　荷役装置
６　　運転席
７　　ヘッドガード
８　　フロントピラー
９　　サイドビーム
１０　　リアピラー
２０　　サイドミラー
２１　　ミラー本体
２２　　ミラー取付部
２３　　固定手段
１００、２００　　ヘッドライト
１０１　　照明
１０２、２０２　　取付板
１０３、２０３　　防護枠



(8) JP 6529100 B1 2019.6.12

10

１０４、２０４　　第１孔部
１０５、２０５　　第２孔部
１０６　　固定手段
【要約】
【課題】比較的少ない部品点数で構成され、外観を損ないにくい産業車両およびヘッドラ
イトを提供する。
【解決手段】車体と、車体の前部に設けられた左右一対のフロントピラーと、フロントピ
ラーに設けられたヘッドライト１００と、を備える。ヘッドライト１００は、照明１０１
と、照明１０１が取り付けられたブラケットと、を備える。ブラケットは、取付板１０２
と、取付板１０２の前部に形成された防護枠１０３と、を有する。防護枠１０３は、縦枠
１０３ａと、縦枠１０３ａよりも短い第１横枠１０３ｂおよび第２横枠１０３ｃと、を有
する。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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